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１．はじめに 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川の下流部では堤防が決壊

するなど、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長時間の浸水が発生

した。また、これらに避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほど

の多数の孤立者が発生した。 

 このようなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して

「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問さ

れ、平成 27 年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあ

り方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて

～」が答申された。 

 国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビ

ジョン」として、全ての直轄河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町

村（109 水系、730 市町村）において、水防災意識社会を再構築する協議会

を新たに設置して減災のための目標を共有し、令和 2 年度を目処にハード・

ソフト対策を一体的・計画的に推進することとした。 

 

 由良川では、この「水防災意識社会 再構築ビジョン」を踏まえ、地域住

民の安全安心を担う沿川４市（福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市）、京都

府、京都地方気象台、近畿地方整備局で構成される「由良川減災対策協議

会」を平成 28 年 5 月 18 日に設立し、「由良川の取組方針」を平成 28 年 7 月

に策定、関係機関で連携して取組を推進してきた。 

その後、平成 28 年 8 月に相次いで発生した台風による豪雨により、北海

道、東北地方では中小河川で氾濫被害が発生し、要配慮者利用施設において

入所者が逃げ遅れて犠牲になるなど痛ましい被害が発生した。この災害を受

け、「水防災意識社会」の再構築に向けた取組を中小河川も含めた全国の河

川でさらに加速させるため、「大規模氾濫減災協議会」制度の創設をはじめ

とする「水防法等の一部を改正する法律」が平成 29 年 6 月に施行された。 

これと合わせて、緊急的に実施すべき事項について実効性をもって着実に

推進するため、国土交通省は＜「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行

動計画＞をとりまとめた。 

平成 30 年 7 月豪雨では、広域的かつ同時多発的に河川の氾濫や土石流等

が発生し、200 名を超える死者・行方不明者と 3 万棟近い家屋被害に加え、

ライフラインや交通インフラ等の被災によって、甚大な社会経済被害が発生

した。国土交通省はこの洪水被害を踏まえ、＜「水防災意識社会」の再構築

に向けた緊急行動計画＞を平成 31 年 1 月に改定した。 

由良川沿川においても、平成 29 年台風 21 号と前線により事業実施中の地

区で溢水や内水氾濫による浸水被害が発生、平成 30 年 7 月豪雨では福知山
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市や舞鶴市で内水氾濫による浸水被害が発生した。 

このような情勢を踏まえ、本協議会ではこれまでの取組方針に対し、平成

30 年 4 月と令和元年 5 月に取組項目の追加や見直し等の一部改定を行った。

さらに平成 30 年 9 月には下部組織として由良川大規模内水対策部会を組織

した。 

また、令和元年度にはオブザーバーとして関西電力株式会社が、令和 3 年

度には西日本旅客鉄道株式会社、WILLER TRAINS 株式会社の鉄道会社が協議

会に加わった。 

本協議会では、これまでの取組方針に対し、新型コロナウイルス等の感染

症対策や令和元年台風第 19 号及び令和 2 年 7 月豪雨時の課題などを踏ま

え、令和 7 年度までに、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、大規模氾

濫時の減災対策として各構成員が計画的・一体的に取り組む事項について、

取組方針の一部改定を行った。 

  

 由良川流域は、京都府、兵庫県にまたがり、関係市町は８市１町に及び、

丹波、丹後地方における社会・経済の基盤をなしており、中流部の沿川には

福知山市や綾部市の中心市街地が位置している。また、沿川には、国道 175

号、176 号等が通るとともに、神戸・大阪方面へは舞鶴若狭自動車道や JR 福

知山線が、京都方面へは京都縦貫自動車道の一部や JR 山陰本線がそれぞれ

通り、また、福知山－宮津間、西舞鶴－豊岡間を結ぶ鉄道も通る等、日本海

沿岸、山陰地方と京阪神方面をつなぐ道路、鉄道が交差する北近畿の交通の

要所ともなっている。 

由良川の中流部は洪水が溜まりやすい地形となっており、中下流部には無

堤区間が多く残されていることから、頻繁に洪水被害を被ってきており、近

年でも平成 16 年台風第 23 号、平成 25 年台風第 18 号、平成 26 年 8 月豪

雨、平成 29 年台風第 21 号及び前線、平成 30 年 7 月豪雨で甚大な被害が発

生した。 

 

本協議会では、これら洪水により被った浸水被害の教訓として主な課題を

抽出し、「逃がす・防ぐ・立ち上がる」ことに主眼をおいた取組方針を策定

した。 

 

 また、上記災害を受けて河川整備が急速に進んだ結果、洪水に対する安心

感が生じ、災害の記憶が薄れていくことを懸念し、『「水害に強い地域」をつ

くるための水防災意識が、現世代から将来の世代に確実に普及・継承』する

ことも目標に位置づけ、取組方針をとりまとめた。  
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主な取組の具体的な内容としては、以下のとおりとりまとめた。  

 

・ハード対策では、洪水を安全に流す対策として堤防整備や水防災対策、

河道掘削、侵食・洗掘対策などの実施に加え、堤防天端保護、裏法尻の

補強等の危機管理型ハード対策、避難行動、水防活動に資する基盤等の

整備を実施する。  

・ソフト対策では、下記の取り組み等を展開することにより、各家庭の取り

組みから関係機関(協議会)までが「水防災意識社会の再構築」に向けた減

災対策を醸成する。 

「逃がす」取り組み：災害時の各機関の役割分担を明確にするための、タ

イムラインのブラッシュアップ 

避難のための時間を十分に確保した避難情報等を発令するため

の、想定最大規模降雨時の浸水範囲等を踏まえた避難情報等の

発令基準の策定 

住民が適切な避難行動を行うための、分かりやすい情報の発信

や、情報伝達手段の拡充及び多様化、避難行動要支援者に対する

支援 

水害の危険性を住民に周知するための、洪水予報河川・水位周知

河川以外の河川における想定最大規模降雨時の浸水想定区域図

や氾濫推定図の作成、ハザードマップへの反映 

住民の水害に対する意識を高めるための、出前講座の拡大や、地

域住民参加型の避難訓練等の実施 

 

「防ぐ」取り組み：水害リスクの高い箇所を予め把握するための、水防工

法訓練や由良川防災パトロールや災害図上訓練等の実施 

水防活動を行う人員を確保するための、自主防災組織の結成促

進やリーダー育成 

 

「立ち上がる」取り組み：排水施設等の機能を維持するための、耐水化等

の実施 

浸水を早期に解消するための、排水計画の作成 

社会経済活動を早期に回復するための、BCP の作成 

  

そして、これらの取り組みを着実に進めて、次世代へ『継承』していく
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ために、小中高校生や教職員、自主防災組織を対象とした出前講座を継続

実施するとともに、「水防災意識社会」の再構築に資する効果的な広報を検

証して実施する。 

今後、本協議会は、毎年出水期前に開催して、取組の進捗状況を確認す 

るとともに、必要に応じて取組方針を見直していく。また、実施した取組

についても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的なフォローアップ

を行うこととする。 

なお、本取組方針は、本協議会規約第 5 条に基づき作成した。 

※本取組方針は、由良川・土師川の直轄管理区間を対象としたものである。 

 

※改訂履歴 

平成 30 年 4 月 取組項目の目標時期の見直し、「水防災意識社会」の再

構築に向けた緊急行動計画や平成 29 年台風 21 号による

被災を受けて項目の追加 

令和元年 5 月 平成 30 年 7 月豪雨をはじめ、近年各地での大水害の発

生を受けて、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急

行動計画の改定に伴う項目の追加、ならびに改元に伴う

表記修正 

令和 3年 5 月 これまでの取組方針について、近年の情勢などを踏まえ

項目や目標時期、方針本文等の見直し 
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